
 

 

                              

 

 

 

 

 

「駅業務委託の拡大」（小野新町駅）に関する申し入れ 
 

2021年 1月 14日に申６号「『駅業務委託の拡大』（小野新町駅）に関する申し入れ

の団体交渉を行いました。不明な点等ございましたら、地本業務部に連絡を下さい。 
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（1項）今施策の目的の詳細、委託時の体制・業務内容・営業時間を明らかにすること。 

また、この施策等に伴い、今後の異常時対応の体制等を明らかにすること。尚、委託後においても泊体制を 

継続すること。 

（回答）駅業務委託については、当社を取り巻く環境の変化やエルダー社員の雇用の場の確保の必要性などを踏まえ、 

駅業務委託のさらなる推進に則り、グループ一体となった効率的な業務執行体制を構築していく考えである。 

【交渉のポイント】 

◆一昨年に郡山地区センターの見直し時に管理駅・被管理駅は見直しを実施している。 

（※異常時における駆けつけに関しての問題点は今のところない。） 

◆郡山地区といわき地区で日ごろから交流が行われているため、異常時も柔軟に対応されている。 

◆無線機の管理については極力変えない。（必要に応じて、柔軟に対応出来る。） 

◆委託時には泊体制は継続する。（今のところ変える考えはない。） 

◆異常時対応をどこまで行うのか？（放送、現責、ポイント不転対応など） 

→放送はこれまで通り行う。  

→現地責任者、ポイント不転換対応は、2月 1日委託実施時点では行わないが、教育できる環境が 

整えば行えるようにしたい。実施時期は今後、検討する。 

→制御盤取り扱いはこれまで通り。必要があれば郡山地区センターで行う。 

→委託時の体制は現行と同じ。（営業 1名、管理 1名）ブロックは、Livit内でもこれからである。 

（未定であり調整中だが、三春ブロック内とはなるが、小野新町単独で考えているところである。） 

 

（2項）今施策に伴い、関係する社員のモチベーションを高めるため、設備改善などを行うこと。また、出向・ 

転出等については、本人希望を最大限尊重し丁寧な面談等を行い実施すること。 

（回答）現行の設備で対応することとなる。 

     また、社員の運用にあたっては、任用の基準に則り取り扱うこととなる。 

【交渉のポイント】 

◆小野新町駅の休憩室はこの間通り、乗務員も使用できる。 

◆関連して、男性乗務員休養室のエアコンの老朽化による取換えを求め、確認する返答を得ました。 

 

（3項）施策実施後、問題がある場合は是正・見直し等を行うこと。 

（回答）具体的な提起があれば、「労使間の取り扱いに関する協約（平成 30年 10月 1日締結）」に則り取り扱うこと

となる。 


